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○佐世保市障害者文化体育施設条例施行規則 

平成16年１月15日規則第１号 

改正 

平成31年４月26日規則第48号 

佐世保市障害者文化体育施設条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐世保市障害者文化体育施設条例（平成15年条例第38号。以下「条例」とい

う。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（利用者の遵守事項） 

第２条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(１) 他の利用者に迷惑をかけないこと。 

(２) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

(３) 施設内を不潔にしないこと。 

(４) 許可なく施設内にはり紙、看板立、釘打ちなどをしないこと。 

(５) 許可なくして、施設内での物品の販売、金品の寄付募集をしないこと。 

(６) 所定の場所以外に許可なく出入りしないこと。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。 

（利用料の減免） 

第３条 条例第10条の規定による利用の減額又は免除の基準は、次の各号のとおりとする。 

(１) 本市主催の行事に利用するときは、免除 

(２) 市長が相当と認める場合は、減額又は免除 

２ 利用料の減額又は免除を受けようとする者はサン・アビリティーズ佐世保利用料減免申請書（様

式１）を市長に提出しなければならない。 

（指定申請書の提出等） 

第４条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定申請書（様式２）を市長に提出しなければ

ならない。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この規則は平成16年２月１日から施行する。ただし、第４条の規定は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成31年４月26日規則第48号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。（後略） 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の佐世保市の規則の様式による用紙で、現に残存

するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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様式１（第３条関係） 
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様式２（第４条関係） 

 


